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          2025年 4月 1日          

    つくし保育園  重要事項説明書 

  

１ 事業者の運営主体了承 

事 業 者 の 名 称 社会福祉法人共立福祉会 

事 業 者 の 所 在 地 山梨県南アルプス市桃園 337 

事業者の電話番号・ＦＡＸ TEL:055-252-3666 FAX:055-252-3667 

代 表 者 氏 名 理事長  大塩千惠子 

定款の目的に定めた事業 第 2種社会福祉事業 

保育所の経営   

２ 施設の概要 

種 別 保育所 

名 称 社会福祉法人共立福祉会  

所 在 地 山梨県甲府市朝日 2丁目 3-16 

電 話 番 号 ・ Ｆ Ａ Ｘ TEL055-252-3666   FAX055-252-3667 

施 設 長 氏 名 園長   沢登博美 

開 設 年 月 日 昭和 44年 4月 1日 

利 用 定 員 （ 年 齢 別 ） 

利用定員に関しては年度によって

年齢別の内訳人数を変更する場合

が あ り ま す 。 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

12人 12人 12人 12人 12人 10人 

取 扱 う 保 育 事 業 体調不良対応型保育 延長保育 産休明け保育 

事 業 所 番 号 

 

1920151000344 
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利用の開始、終了に関す

る事項及び利用にあたっ

て の 留 意 事 項 

・当園は市町村が行った利用調整により登園の利

用が決定された時、かつ教育・保育の実施につい

て委託を受けたときはこれに応じる。 

・当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した

書面により、当該利用子どもの支給認定保護者と

その内容を確認する。 

〇当園の利用子どもが次のいずれかに該当すると

きは、保育・教育の提供を終了するものとする。 

（1）「子ども・子育て支援法施行規則」第 1条の

規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき 

（2）支給認定保護者から、保育所利用の取り消し

の申し出があったとき 

（3）市町村が、保育所の利用継続が不可能である

と認めたとき 

（4）その他、利用継続において重大な支障または

困難が生じたとき 

 

 

３ 施設・設備の概要  

敷地面積 527.76㎡ 

園 舎 

構 造 鉄筋コンクリート 

延 床 面 積 704.35㎡ 
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施設設備の

数 と 面 積 

全天候スペース 1

階 テ ラ ス 
1室 82.80㎡ 

エントランスホー

ル 廊 下 通 用 口 
1室 43.72㎡ 

事 務 室 1室 24.25㎡ 

1歳児保育室 1室 54.93㎡ 

1 歳 収 納 １室 2.82㎡ 

1 歳 W C １室 16.83㎡ 

おむつ置き場 1室 0.37㎡ 

0歳児保育室 1室 56.89㎡ 

0歳 収納 １室 3.6㎡ 

調乳室 １室 4.80㎡ 

体調不良対応

室 
1室 18.62㎡ 

体調不良室収納 1室 1.05㎡ 

台車庫 1室 1.02㎡ 

ダムウエーター 1室 2.93㎡ 

階段下備蓄倉庫 1室 12.23㎡ 

階段下物置スペ

ース 
1室 2.46㎡ 

ランドリー室 1室 4.92㎡ 

ごみ置き場 1室 2.55㎡ 

厨房 1室 19.74㎡ 

検収室 1室 8.41㎡ 

食品庫 1室 2.66㎡ 

前室         

             
1室 2.57㎡ 
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厨房 WC 1室 1.49㎡ 

更衣室 1室 6.48㎡ 

物入れ 1室 0.50㎡ 

小計  378.64㎡ 

階段 1室 14.85㎡ 

2階ホール 1室 47.96㎡ 

ダムウエータ

ー 
1室 2.83㎡ 

2歳児保育室 1室 33.75㎡ 

2歳 WC 1室 11.52㎡ 

2歳収納 1室 6.48㎡ 

3歳児保育室 1室 34.44㎡ 

3歳収納 1室 3.57㎡ 

4歳児保育室 1室 35.64㎡ 

4歳収納 1室 1.81㎡ 

5歳児保育室 1室 34.41㎡ 

5歳児収納 1室 4.8 

3～5歳 WC 1室 15.69㎡ 

テラス物置 

 
1室 3.15㎡ 

PS パイプスペ

ース 
1室 0.89㎡ 

会議室件補遺 k

相談室 
1室 32.68㎡ 

倉庫 1 1室 12.77㎡ 

倉庫 2 1室 28.47㎡ 
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 小計         325.7㎡  

  合計        704.35㎡ 

敷 地 面 積                  527.76㎡ 

屋 外 遊 戯 場  

建物・屋外遊技場以外の面積                  149.12㎡ 

４ 施設の目的、運営方針 

目的  未来を担う子どもの権利と人格を尊重し、集団保育を通じ社会的人格の形成

と心身共に健全な子どもの健やかな成長を保障する。 

    働く父母の権利を保障する。 

共 立 福 祉 会 基 本 理 念 

心身共に健康で未来を担う主権者としての子ども

を育てる基本理念 

1.私たちは、未来を担い生きる力となる子どもたち

の全面発達を保障する努力をする 

1.私たちは、保護者の労働を保障するとともに、保

護者がよりよい条件で働き続けられるよう保護

者とともに努力する。 

1.私たちは、保護者とともに子育てについて知恵を

出し合い、学び合い、子ども、保育者がともに育

ちあう保育所づくりをめざす。 

1.私たちは、子どもの人権を守り地域の連帯の中

で育て、地域の人々と力を合わせ保育条件の向上

に努め、平和な社会をつくる努力をする。 
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つ く し 保 育 園 

子 ど も 像 

・健康な子ども 

・よく見、よく聞き、よく考える子ども 

・自分を表現できる子ども 

・仲間の中にいる事を喜び、仲間を大切にする子

ども 

５ 職員体制及び職務の内容 

施 設 長    １人 

保 育 士   17人（常勤： 13人、 非常勤 4人） 

調理員（栄養士除く）    1人（常勤： 0人、 非常勤 1人） 

看 護 師    1人（常勤： 0人、 非常勤 1人） 

栄 養 士    １人（常勤：１人、  非常勤 0人） 

事 務 員    １人（常勤：1 人、 非常勤 0 人） 

嘱 託 医 小児科非常勤１名、 歯科非常勤１名 

  ・施設長   園長は、特定教育・保育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組む 

         とともに職員の管理及び業務の管理を一元的に行う 

  ・主任保育士 主任保育士は園長を補佐するとともに、保育計画の立案や保護者から育 

         児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括

する。 

  ・保育士   保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づく全て 

         の子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う 

  ・調理員   調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 

  ・看護師   看護師は、子どもの健康管理と当園全般の衛生管理を行うとともに、 

         体調不良室にて体調不良児の保育を行う。 

  ・栄養士   栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に関わ 

         る献立作成するとともに、当園全般の食育を行う。 

  ・事務員   事務員は当園の事務全般を行う。 

  ・嘱託医   嘱託医は、登園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診 

         断、職員及び保護者の相談、指導を行う。 

         嘱託歯科医は、子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科 

         診断、職員及び保護者の相談、指導を行う。 
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６ 保育・教育を提供する日 

開 所 日 月曜日から土曜日 

休 所 日 
・日曜日・祝祭日及び国民の祝日に関する法律に定められた休日 

・年末・年始(12月 29日～1月 3日) 

７ 保育・教育を提供する時間（１）開所時間 

月曜日から金曜日 

月曜日（月曜日休みの場

合は水曜日）長時間申請

がある日          

7：00から 19：00まで 

7：00から 20：30まで 

＊前月の 20日までに申請があった場合のみ対応す

る。 

土曜日 7：00から 18：00まで 

（２）保育標準時間認定に関する保育時間（11時間） 

月曜日から金曜日の保育時間（11時間） 7：00から 18：00まで 

土曜日の保育時間（11時間） 7：00から 18：00まで 

延 長 保 育 時 間  18：00から 19：00まで(月～金) 

18：00から 20：30まで（月） 

（月）が祭日の場合⇒（水） 

（３）保育短時間認定に関する保育時間（８時間） 

月曜日から金曜日の保育時間（８時間） 8：30から 16：30まで 

土曜日の保育時間（８時間） 8：30から 16：30まで 

延 長 保 育 時 間 7：00から 8：30まで 

16：30から 19：00まで 

土曜日の延長保育時間 

7：00から 8：30まで 

16：30から 18：00まで 
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８ 利用料金  

  支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用料を、その居住す

る市町村へ支払うものとする。 

2、下記に掲げる当園の特定教育・保育において提供する便宜の要する費用については、支給

認定保護者より実費の負担を受ける。 

   項目 
内容、負担を求める理由及び目的 

          金額 

 延長保育料 短時間保育 8時間以上 

標準時間保育 11時間以上の

場合の保育料金として徴

収。 

 

（短）7：00～8：30 100円  

   16：30～18：00 100円 

   18：00～19：00 100円 

   19：00以降 500円 

 

（標準）18：00～19：00 100円 

    19：00以降 500円 

 

月々の雑費袋で徴収 

主食代 

 

土曜主食代 

3歳以上児の主食代として 

徴収。 

 

月額 1,000円 

（長期入院以外は徴収） 

１回 50円 

月々の雑費袋で徴収 

副食代 3歳以上児の副食代として 

徴収。 

月額 5.000円 

（長期入院以外は徴収） 

月々の雑費袋で徴収 

布おむつ代⇒おむつ代 ０歳から１歳６か月までの

おむつ代（紙、布）を徴収 

 

自宅からのおむつ持参は 

いりません。保育園の紙お

むつのままお帰り下さい。 

0～１歳６か月 4.000円 

１歳７か月～実費徴収 1枚 30円 

＊０歳児～１歳 6か月までは、 

 7：00～8：30までと 16：30～19：00 

の時間は 1枚 30円の実費徴収 

＊１歳 6か月までは土曜保育の利用 1回に

つき 300円実費徴収 

 

月々の雑費袋で徴収 

ペーパータオル代 

 

 

感染症予防のため、個人タ

オルは使用しない。そのた

め、年２回徴収 

5月 500円 

10月 500円 

5,10月雑費袋で徴収 

社会見学費 

 

子どもたちと目的を決め、

様々な交通機関を利用し、

自然のなかでの経験を多く

行い、楽しさを共有する保

育を展開していくため 3歳

以上児に徴収 

3歳児 4月～１月徴収 

4歳児 4月～２月徴収 

5歳児 4月～3月徴収 

月額 500円 

月々の雑費袋で徴収 
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その他 

 

 

 

保護者会として徴収するも

の 

 

 

 

連絡帳 

上記以外で実費負担をお願

いするときはお便り等で周

知した後個人徴収袋にて徴

収する 

・毎月の雑費にて保護者会

費（400円）駐車場代（500

円）を保護者会に代わって

徴収いたします。（１家庭と

して徴収） 

400円（古い連絡帳 144日

分）700円（365日分）（事

務所にて購入してくださ

い。） 

 

 

月々の雑費袋にて保護者会に

代わって徴収 

９ 支払方法 

現金を徴収袋に入れて、月の初め、園の指定した日（2日間）に、事務所の窓口で

園長に支払う。 

 個人徴収袋にて徴収する場合はその都度支払う。 

10 提供する保育・教育の内容 

児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針

及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。 

 ・園の保育理念 

 ・こども像と視点 

 ・年齢別保育目標及び個々の保育目標等に基づいて保育実践を行う   

＜毎日の保育・教育の流れ＞ 

時間 乳児 幼児 

7:00 

 

開園 

保育標準時間（11時間）開始 

順次登園 

 

開園 

保育標準時間（11時間）開始 

順次登園 

8:30 

 

保育短時間（８時間）開始 

順次登園 

保育短時間（８時間）開始 順次登園 

・遊び（室内外） 
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9:00 おやつ 

遊び（室内外）・散歩 

課題保育 

10:00 

10:50 

 

食事 

（年齢によって前後します） 

 

11:00  食事（年齢によって前後します） 

12:00 お昼寝 

（年齢によって前後します） 

 

12:30 

 

14:30 

15:00 

 

 

目覚め 

おやつ 

自由遊び 

お昼寝 

（年齢によって前後します） 

目覚め 

おやつ 

自由遊び 

16:30 

 

18:00 

 

19:00 

保育短時間終了 

混合保育 

保育標準時間終了 

延長保育 

閉園 

保育短時間終了 

混合保育 

保育標準時間終了 

延長保育 

閉園 

身体をいっぱい動かし、たくさん遊び、積極的にお散歩に行きます。 

＜保育計画（年間）＞  

ク ラ ス 保 育 計 画 

０ 歳 児  安全な環境の中で、健康でのびのびした子どもを育てる

ために、1対 1の触れ合いを大切にし、個人差に留意した

り、家庭との連携を密にしながら、五感の発達を促し、離

乳の完成から幼児食への移行を進めたり、歩行や言語の獲

得を目指していく。 

１ 歳 児  自我の芽生えを大切にし、自分でしようとする気持ちを

養いながら、いろいろな言葉を獲得したり、遊びや探索活

動を十分にし、諸機能の発達を促したり、基本的生活習慣

を養う。   

２ 歳 児  自分でしようとする気持ちを大切にしながら、模倣活動・
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言語活動を活発にし、友だちとの関係を広げて、表現活動の

芽生えや運動機能の発達を促し、基本的生活習慣が身につ

くようにする。   

３ 歳 児  基本的生活習慣の自立を助長するとともに、遊びを通じ

て生活経験の拡大と、創造の芽生えを養う。友だちとのつな

がりの中で、集団の基礎となる仲間作りをしていく。   

４ 歳 児 健康で安全な生活習慣を身につけ、いろいろな遊びや経験

を通して運動機能の発達を図り、見たり聞いたり、考えたり

考えたことを自分の力で判断したり、積極的に表現し、友だ

ちと協力しながら、目標に向かって頑張る。 

５ 歳 児  生活に見通しを持ち、生活習慣を確立していく。また、い

ろいろな遊びや生活の中から、科学性や創造性を育ち、生活

の中で自他を認め合い、思いやりや共感する力を養う。    

そ の 他 

（ 年 間 行 事 ） 

別紙にて 4月に配布する 

 

 

＜クラス編成＞ 

年 齢 クラス名 

0 歳 児           すみれ 

1 歳 児           ちゅうりっぷ 

2 歳 児           たんぽぽ 

3 歳 児           れんげ 
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4 歳 児           ゆり 

5 歳 児           ひまわり 

 

11 給食等について   

  提供内容 
保育園での摂取割合 

（一日の摂取カロリー） おやつ 
給食 

おやつ 
主食 副食 

０歳児 〇 〇 〇 〇 
（1000㎉） 

50％ 

１歳児 〇 〇 〇 〇 

２歳児 前半○ 〇 〇 〇 

３歳児  〇 〇 〇 
（1300㎉） 

   45％ 

４歳児  〇 〇 〇 

５歳児  〇 〇 〇 

 

      給食の目標及び配慮 

     ・子どもに適した食事 

     ・栄養のバランスがとれた食事 

     ・季節の食品や素材を使った食事 

○0歳児   月齢に合った離乳食をすすめ、いろいろな食品の味 

       に慣れていく。 

○3歳未満児 発達の特徴から 3回の食事では、量が不十分なため、 

       2回のおやつにも気を配る。 

○3歳以上児 食事を楽しく摂り、食事のマナーも身につける。 

       健康な身体をつくる食事と、身体の関係を知らせる。 
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・自園調理…栄養士が献立を作る。・献立の提供…和食中心・旬のものを

取り入れ、手作りを大切にする。・食育の取組…美味しく楽しく食べる。

料理活動を楽しむ。     

 

＜アレルギー対応について＞ 

当園は、「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」に則り、つくし保育園

除去食実施確認事項を策定し、それに基づき、適切な対応に努めています。 

専門医の診断結果を受け、保護者と連携を持ちながら、定期的な除去相談

を行っています。 

・アレルギー懇談(アレルギー受診後)  ・除去食の提供   

・除去食ノートの活用 

12 保護者に用意していただくもの 

（１） 入園又は、進級時にご用意いただくもの 

・入園児健康診断結果（新入園児） 

・家庭状況調査票  A表 

 ・家庭状況調査票  B表 

 ・延長・土曜保育申込み書 

 ・同意書 ・連絡網 

 ・タオル 2枚（入園式） 

＜入園時に用意して頂くもの＞ 

●全園児 

・木綿わたの敷き布団、(木綿綿は吸水性に優れているため、湿度の高い季節や、夏でも寝汗を吸収

して表面をサラサラに保ってくれます。) 

・作ってもらう際の、敷き布団の出来上がり寸法は、幅 80㎝×長さ 120㎝を目安にしてください。 

・綿毛布、タオルケットかバスタオル 名前がわかるように記入してください。 

・毛布、敷布団はカバーをつけてください。 
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・着替え一式(数は年齢に応じて用意してください。)全ての物に名前を書いてください。 

・布団一式は、毎週末に持ち帰り、布団を干してください。また、カバー、タオルケット  

 (バスタオル)等は洗濯をして下さい。 

 

＜各年齢で用意して頂くもの＞ 

●すみれ組（0歳児） 

・毎日引出しに入れておく物 

衣類、下着(半袖シャツ)、おむつカバー（2組ほど）、授乳用ガーゼハンカチ（10か月未満のお子

さん 5組）エプロン 

・食事用エプロン(2枚) 

(下図参照)  ＊毎日取り換えるので数枚用意して下さい。また、市販のナイロン製食事用エプロ

ンでも構いません。 

・汚れ物入れ袋 (キルティングで洗濯の効く物)、毎日洗って下さい。市販のものでも構いません。 

(下図参考)  ＊袋には、濡れたエプロンをいれるポケットを付けてください。 

ひも         ―３０ｃｍたて              ―３０ｃｍたて 

 ↓            

←８センチ  

―４０㎝よこ              ―４０㎝よこ 

すみれのみ上記 図のように 

カバンのサイドに、ロッカーにかけられるひもを付けてください 

                       

             

 

全クラス共通         （汚れ物入れ袋図）          0，1歳児用 

(汚れ物入れ袋)    たんぽぽ組になったらポケットはなくてもよい。 (食事用エプロン)市販でも構いません。 

 

 

 

●ちゅうりっぷ組(１歳児) 

 ・汚れ物入れ袋(キルティングで洗濯のできるもの、すみれ組参照)、毎日洗って下さい。市販のもの

でも構いません。 

・おむつカバー（2組） 

 ・コップ 

●たんぽぽ組(２歳児) 

 ・汚れ物入れ袋(キルティングで洗濯できるもの、すみれ組参照)、毎日洗って下さい。市販のもので

も構いません 

 ・安全帽子 体育ズボン（短パン） 

 

 

     

なまえ 

 

 

 

なまえ 

ポケット 

２５×３０ 

 

 

 

    

なまえ 
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 ・後半で使用するもの⇒リュック・水筒・エプロン・三角巾 

 

（三角巾の作り方）                          

                    ⇒ 

                   

  ・平ゴムの長さはお子さんの頭の大きさに合わせてください。 

 

●れんげ組(３歳児) 

 ・汚れ物入れ袋(キルティングで洗濯できるもの) 市販のものでも構いません。 

 ・安全帽子                       

 ・プール帽子                  用意しておいて下さい。    

 ・体育ズボン(短パン)              (園でも注文を取ります)    

  ・エプロン 

  （自分で着脱できるもの） 

・三角巾（作り方はたんぽぽ組参照） 

・ぞうきん 

・お道具箱 （ねんどべら・ねんど・のり 

       はさみ） 

・粘土板 

・水筒 

 ●ゆり組(４歳児)・ひまわり組（５歳児） 

・汚れ物入れ袋（キルティングで洗濯できるもの）市販のものでも構いません                      

  ・安全帽子                             

  ・プール帽子      用意しておいて下さい。 

  ・ジャージ(短パン)   （園でも注文を取ります） 

  ・エプロン               

・三角巾 

・ぞうきん 

・お道具箱 （ねんどべら・ねんど・のり・はさみ） 

・粘土板 

・水筒                        

お子さんが分かりやすいため、全ての持ち物に名前を明記して下さい。 

・糸で縫い付けるか油性マジックで、はっきりとひらがなで書いて下さい。 

・記入場所に関しては、服の裏側のタグ等でも構いません。（個人情報漏洩防止のため） 

 

                    
なまえ 

 

なまえ 

 

 

なまえ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimFI4Xr1WhDMAsDyU3uV7/SIG=12a4ec1k2/EXP=1455337400/**http:/www.kosodate.co.jp/miku/vol32/img/page02_01.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RinFkHX71WazIAs0mU3uV7/SIG=134bokrff/EXP=1455337607/**http:/irasutohosi.up.n.seesaa.net/irasutohosi/image/longtshirt2_blue.png?d=a1
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12g50r69m/EXP=1455336899;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVDZpQ25ZZFRTMkNiNEdhNTlGLVQxYmlFaEZMLVhtM2ZJQ2YtcW5kNmdwSWI0WmlXT2JhMTNpbHdFBHADNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSUlGVGpncmZqZzZQamc0US0EcG9zAzkEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http:/pds.exblog.jp/pds/1/200904/28/45/d0094245_2085538.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0giCbr1WxW4AFR.U3uV7/SIG=11qsfua0h/EXP=1455341570/**http:/navi.momoiku.jp/thumb/10142.png
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             名前の記載はは裏でも構いません  

   

子ども達が気持ちよく生活するために気をつけていただきたい事。 

 ・衣類は，着脱しやすいものにして下さい。 

 ・下着は、年間通して半そでシャツを使用します。ランニングではない方が好ましいです。 

 ・材質は、綿が良いです。汚れや、異常が見えやすいように白色の物にして下さい。 

 ・年齢に合った着やすく、動きやすい物を選んで下さい。 

 ・兄弟のお古やいただいた衣類などは、名前を書き直してから、使用して下さい。 

 ・衣類の棚や引出しの中は、毎日点検し、子ども達がいつでも取り出しやすいように整理しておいて

下さい。子ども達が自分の事を自分で出来やすいようになっている事は、子ども達の自立を助ける

ことになります。又 4歳児、5歳児は自分で引出しの整理が出来るようになりますので、見守りなが

ら、子ども達ができるようにしましょう。 

 

 

保育園での布おむつと紙おむつの併用使用について 

  布おむつは、おしっこがでると濡れるので泣いて教えてくれます。こどもにとっても気持ち悪さ（快、

不快）がわかり、大人にとっても排泄のタイミングが分かるようになります。しかし、布おむつは感染

症が広がりやすいという欠点もあります。つくし保育園では、紙おむつの利点、布おむつの利点両方を

大切にしながら、子どもたちが気持ちよく、楽しく生活ができ、排泄の自立へとつなげていけるように

していきたいと思います。 

 

（２）毎日持参していただくもの 

・汚れ物袋  

・エプロン（0歳児） 

・連絡帳    ・着替え 

・水筒(以上児)  年度途中から 2歳児クラスも使用します 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RinFwJXr1W3SwAGx2U3uV7/SIG=12cgtbpq8/EXP=1455337353/**http:/www.the0123-lab.com/images/img-hipcare-02-002.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RiomHgXr1W9EsAd16U3uV7/SIG=1850ivpsd/EXP=1455337568/**http:/rr.img.naver.jp/mig?src=http://imgcc.naver.jp/kaze/mission/USER/8/6/8466/8884/969e8550a2a3efe673b125f99c4e7752.jpg/300/600&twidth=300&theight=0&qlt=80&res_format=jpg&op=r
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPLVE_br1WLCkA6rWDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15uerdl43/EXP=1455355903/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E3%82%BA%E3%83%9C%E3%83%B3
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RinFxIX71Whx4A4jOU3uV7/SIG=12ff2417d/EXP=1455337672/**http:/blog-imgs-63.fc2.com/o/e/k/oekaki777/bebysocks-o.png
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（３）服装について 

・綿製品で、動きやすく、脱ぎきしやすい服装(すべての物に名前をお書きくだ

さい） 

・ひもやフード、フリルなどのひっかかりやすい服や汗を吸い取らないようなも

のは避ける。 

・お子さんの体調を見ながら、薄着に心掛ける。・素足で過ごす 

（４）その他ご用意いただくもの 

 ・行事や保育活動などで必要なものはその都度お知らせします。 

13 登園・降園について 

（１）登園・降園にあたっては、次の点に留意してください。 

 保護者送迎駐車場をお使いの保護者の皆様や、ご自身の駐車場をお使いの保護

者の皆様、歩きや自転車等の保護者の皆様、保育園の周辺の道路は車の往来があ

ります。通行には十分注意して、また、ご近所の迷惑になるような駐車はしない

ように、マナーを守ってくださるようにお願い致します。なお、接触事故等があ

っても園としての扱いは致しません。 

・送迎はできるだけ決めた人とし、特に、お迎えが臨時の人の場合は、その旨を

園に連絡ください。連絡がない場合は引き渡しはできません。 

・登園、降園は入園申請書（家庭調査書）へ記入した順路としてください。 
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14 保育園と保護者との連携について 

子どもの 24時間の生活を視野に入れ、保護者の状況や気持ちに寄り添いながら、

家庭との連携を密にして保育を行います。相談したいこと、心配なこと等は、い

つでも職員にお尋ねください。 

・連絡帳 家庭からの健康状態や様子等を把握しながら保育していきます。 

     園の方からの記入は簡単にさせていただく日がありますが、掲示板 

     や“連絡帳にかえて”をご覧ください。 

・送り迎えの際・懇談（クラス・個別） ・保育参加 

     信頼作りを大切にしながら、子どもを真ん中において、懇談し、子育

て観を共有していきます。 

・クラスだより 園だより お知らせなど  

     クラスや園全体の様子をお知らせしたり、お願い等が書いてあります

ので、目を通してください。 

15 健康診断、健康管理について  

（１）健康診断 

学校保健安全法及び園の健康管理基準に基づき定期健康診断を実施しています。 

園児健康診断 全園児 ２回  5月と 10月聴打診、発達診断、検尿、 

歯科健診   全園児 ２回  5月と 12月 

小児科健診  ３歳未満児 年 3回（7.9.1月） 

視聴覚健診  ３歳児 １回（12月）4.5歳児（6.11月） 

尿検査    全園児 ２回 
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（２）健康管理、病気のときの対応  

・体調不良でお休みした場合は、改善して 24時間は自宅療養をする。 

・保育中園児に疾病、異常が認められた時は、保護者に連絡をする。 

 保護者がお迎えに来て診察をしていただく。 但し、緊急を要すると判断

した場合や保育中の事故の場合は適切な処置をし、保護者に連絡をする。 

・事故の状況や、処置について記録すると共に、事故の要因を解明し、再発 

 防止の為の対策を講じる。 

・与薬に関しては原則的には園では行わない。 

 ・予防接種は市町村や病院で実施するものを受ける。 

 ・伝染病感染症に罹患した場合は医師の許可を得てから登園する。 

   以下の証明書は、ホームページからダウンロードするか事務所 

   に取りに来る。 

① 治癒証明書 ②罹患報告書 ③登園届け 

① 治癒証明が必要な感染症  医師からの治癒した証明が必要 

   はしか 風疹 水ぼうそう 流行性耳下腺炎  結核 咽頭結膜熱 流行性結膜炎 

   百日咳 腸管出血性大腸菌感染症（0157.026.0111 等）   ９種 

 

② 罹患報告書が必要な感染症 受診後、保護者が治癒までの経過を記入する必要あ

り 

コロナ  インフルエンザ 

 

③ 登園届が必要な感染症  受診後登園基準を満たしたら保護者のサインが必要 

溶連菌  マイコプラズマ肺炎 手足口病  リンゴ病  ウイルス性胃腸炎（ノ

ロ ロタ、アデノウイルス）  ヘルパンギーナ RS ウイルス 帯状疱疹 突発性

発疹）   
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16 感染症対策について 

感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないように、国の「保育所における感染

症対策ガイドライン」の手引きに則り、感染症及び食中毒の予防のための衛生管理

を、適切に実施します。 

・園での予防対策（手洗い・うがい・衛生の励行） 

・発生した場合の連絡（早期対応・管理メール・掲示板・園便り・保健だよ

り等で周知） 

 感染が広がってしまったときは甲府市と保健所に連絡し、感染が広がらな

いよう指導を仰ぐ。 指導された項目に関しては職員で周知するととも

に、保護者に伝え、感染拡大防止のため協力をいただく。 

17 障害児保育 療育保育について 

・こどもの姿（こまり感）を掴む  ・家庭と保育園での様子の共有 

・専門機関との連携  

18 医療的ケアが必要な児童の保育について 

・医療的ケアが必要な児童の状況を掴む 

・担当医・家庭との連携 

19 嘱託医 

以下の医療機関（小児科・内科）と嘱託医契約を締結しています。 

医療機関の名称 公益社団法人山梨勤労者医療協会甲府共立病院 

医 院 長 名 小西利幸 

所  在  地 山梨県甲府市宝 1丁目 1-5 

電 話 番 号 055-221-1000 
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20 嘱託歯科医 

以下の歯科医と嘱託歯科医契約を締結しています。 

医療機関の名称 公益社団法人山梨勤労者医療協会甲府共立歯科センター 

医 院 長 名 山田夏実 

所  在  地 山梨県甲府市丸の内 2丁目 9-8 

電 話 番 号 055-227-3050 

 

21 地域防災拠点、広域避難場所 

保育所近隣の地域防災拠点、広域避難場所は次のとおりです。 

地域防災拠点 甲府中央消防署 

広域避難場所 朝日小学校 (新紺屋小学校) 

その他 第１次避難：保護者駐車場 第２次避難：職員駐車場 

22 緊急時における対応 

  保育・教育の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたとき

は、保護者の緊急連絡先に連絡します。また、嘱託医又は子どもの主治医に相談す

る等の措置を講じます。 

  保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育所

が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承願います。 

  ＜近隣の緊急連絡先＞ 

警察署 甲府警察署 

消防署 甲府中央消防署 

病院 甲府共立病院 甲府共立診療所 
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23 非常災害時の対策 

非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周

知するとともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施してい

ます。 

防火管理者 園長 沢登博美 

消防計画届出年月日 甲府中央消防署 平成 29年 4月 

避難訓練 
月 1回以上火災・地震・不審者対応等の訓練を行う 

防災設備 
消火器、誘導灯、火災報知器 セコム等 

24 虐待の防止のための措置についての事項 

  当園は子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。 

（1、）人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備 

（2、）職員による子どもに対する虐待等の行為の禁止 

（3、）虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 

（4、）その他虐待防止のために必要な措置 

2、当園は、特定教育・保育の提供中に登園の職員又は養育者による虐待を受けたと

思われる子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定

に従い、市児童保育課・児童相談所等の適切な機関に通告する。 

25、個人情報の取り扱い 

 特定教育、保育の提供にあたって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や

秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することは

ありません。 
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26 賠償責任保険の加入状況    以下の保険に加入しています。 

保険の種類 ほいくのほけん 

保険の内容 負傷・疾病・障害（１～１４級）賠償責任保険 

27 業務の質の評価について 

保育所の自己評価 実施方法： 

① 保護者から園に対するアンケートを年１回取りまと

め 

職員全体で話し合い、具体的要望等には、出来るこ

ともできない事等も含め、丁寧に答えるようにして

いる。 

②保育士等の自己評価を年２回行い、まとめたものを、

全員で話し合い、共通認識を持つようにしている。 

公表方法：保護者や関係者に配布,園のホームページに掲  

載 

外部評価  

28 苦情相談窓口 要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談・苦情受付担当

者 

氏名 主任 小松史香 

電話番号 055-252-3666 

相談・苦情解決責任者 

氏名 園長 沢登 博美 

電話番号 055-252-3666 

第三者委員 

石丸寛秋 

電話番号 0553-44-0840 

役職・肩書等 ；団体職員 

渡辺直子 

電話番号 055-253-9700 

役職・肩書等；元教員 
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受付方法：面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています 

苦情を受けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申し出者との 

話し合い等により、解決に努める。その結果必要な改善を行う。 

苦情内容及び、苦情に対する対応、改善策について記録する。 

29 安全対策と事故防止 

 当園は、安全かつ適切に、保育を行うために、事故防止、事故対応マニュアル 

 を策定し、事故を防止するための体制を整備する。 

 2、事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。 

 3、当園は事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するとともに 

  事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じる。 

 4、事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、治療に要する 

  期間が 30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故については市の子ども保育 

  課にも報告する。 

30 連携施設 

 連携施設の種類 保育園 

名称 さくらんぼ保育園 

所在地 山梨県南アルプス市桃園 337 

連携協力の概要 保育内容や運営内容の交流 
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30 地域の育児支援について 

・子育て支援の実施  掲示板やホームページにて呼びかけを行う。 

 

31 その他保護者に説明すべき事項 

・緊急時の対応：コドモンによる一斉メール送信   

・申しあわせ事項について(入園児に用意していただくもの・・各クラス) 

・体調不良児対応型保育について 

・治癒証明が必要な感染症  登園届が必要な感染症について 

・延長保育申し込み   

・土曜保育申し込み 

・つくし保育園保護者会活動について(保護者会会長） 

 

 

申し合わせ事項 

１、家庭で話し合って育児方針を立てましょう。 

２、保育園への入園は、両親が就労(それに準ずる)している事が原則となっています。 

３、保育料は、各月の末日に指定口座から引落されます。残高を確認しておいて下さい。 

  保育料以外の費用は、毎月園が定めた日に納入してください。 

４、登園調査について 

  下記の日は、お休みする子もいるので喫食状況をつかむために、登園調査をさせていただきま

す。 

   ・8月 13日～16日    （お盆を中心とする 4日間） 

   ・１月 4日        （年始） 

   ・3月 30.31日 4月 1日 （年度末・年度初め） 

５、保育時間について 

・ 開園時間は、平日 7：00～19：00です。 
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月曜日(月曜日が祭日の場合は水曜日)は長時間保育があり 20：30閉園となります。(申し込み児のみ) 

土曜日 7：00～18：00 

・ 閉園時間までのお迎えをお願いします。 

・ 普段の登園は、子どもたちが気持ちよく一日をスタートする為にも 9：00 までには登園してく

ださい。 

・ 保育園を休む時や、都合により登園時間が遅くなる時には昼食の準備などがありますので 9：00

までに連絡を下さい。尚、保育園の昼食については 12時を過ぎたら喫食できません。 

・ 保育園の保育時間は、就労時間＋通勤時間となっております。仕事が終了したらお迎えに来て

ください。 

・また、平日に保護者の休日があり、普段できない家事等でお子さんを保育園に預ける日は早めの

お迎えにご協力ください。 

６、土曜日保育について 

・ 土曜日保育は申し込み制となっています。前月 20 日に所定の申し込み用紙を備えます。保育

が必要な方は申し込んでください。 

・ 土曜日保育は完全給食となります。3 歳以上児は一回につき 50 円の主食代を徴収します。（雑

費による徴収） 

７、諸費用 

保育料以外の費用は、年令によって異なるためその都度示しますが、主なものは次の通りです。 

1）雑費による徴収 

・社会見学費 

  3歳児 年間 5000円 

  4歳児 年間 5500円 

  5歳児 年間 6000円 

・主食代 

  3歳以上児   月 1,000円     土曜日保育 3歳以上児 1回につき 50円 

・副食代 

  3歳以上児   月 4,700円 

・おむつ代（布、紙） 

  0～1歳 6ヶ月児月額 4.000円     1歳 7ヶ月～実費徴収 1枚 30円 

      1歳 7ケ月未満児については、朝 7：00～8：30 夕 16：30～19：00 

      に関しては、実費徴収となります。   1枚 30円 

    土曜保育は 1歳 6ヶ月までは 1回につき 300円 

  ・保護者会費１家庭につき 400円・駐車場代（必要な家庭）1家庭につき 500円（保護者会へ） 

・延長保育代 

    18：00以降   100円 

    19：00以降  30分につき 500円 

  ・短時間保育認定の子どもに関する延長保育料 

    7：00～8：30    100円 

    16：30～18：00   100円 

    18：00～19：00   100円 

    19：00以降   30分につき 500円 

  ・ペーパータオル代（5月 500円 10月に 500円の年 2回の徴収） 

2）個人教材費での徴収 

  ・個人教材(年度初め) 
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  ・キャンプ・山登り・そりすべり等に関する費用 

  ・エプロン・連絡帳などの費用の徴収 

８、送迎時の駐車場について 

保育園の周辺の道路は狭いですので通行には十分に気を付け、またご近所の迷惑になるような

駐車はしないように、マナーを守って下さるようにお願い致します。なお接触事故等があって

も園としての扱いはいたしません。 

・ 送迎用駐車場には、保護者会の管理している駐車場が 2台分あります。 

９、諸事項 

（１）送迎は出来るだけ決めた人とし、特にお迎えが臨時の人の場合はその旨園に連絡を下さい。連

絡がない場合、引渡しは出来ません。 

（２）登園・降園は入園申請書(家庭調査書)へ記入した順路として下さい。 

（３）保育中のケガは園加入のほけんの対象となりますが、病院へのお支払いはお子さんの医療費の

無償化を利用していただきます。 

（４）後日配布される連絡網は一年間保管してください。個人情報ですので扱いには十分注意してく

ださい。 

（５）都合により職場を離れる場合は、連絡先を担任に知らせておいて下さい。 

（６）住所変更(地図)、職場の変更等は敏速に園長までお伝えください。変更に伴った手続きを 

   行います。 

特に居住市町村が変わる場合は、入退園の手続きが必要になりますので、出来るだけ早く、園に

お知らせください。 

（７）園、保育者、保護者、相互への意見はきちんと出し合い、解決しましょう。 

 

 9，連絡帳について 

  一冊 400円～700円（事務所にて購入してください） 
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 同意書 見本 

2025 年度の保育開始に当たり、つくし保育園入園説明会において「2025 年度 重要

事項説明書」に基づきつくし保育園運営規定、費用徴収、保育の基準、申し合わせ事

項等の重要事項の説明を行いました。 

  

               保育園名：  つ く し 保 育 園 

               所在地 ：  甲府市朝日 2 丁目 3-16 

               説明者職名： 園長  沢登 博美 

 

入園にあたる同意書及び、個人情報使用同意書 

私は、2025 年度保育開始に当たり、つくし保育園の利用に際して重要事項の説明

を受け、同意しました。 

また、下記園児及びその保護者に関わる個人情報については、以下の目的のために

必要最小限の範囲内において使用することに同意します。 

・小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園にあたり入学する小学校との間

で情報を共有すること。 

・緊急時において、病院その他関係機関に対し、必要な情報提供を行うこと。 

 

               年   月   日 

 

保護者住所： 

  

園児氏名 ： 

  

保護者氏名：           園児から見た続柄： 


